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図 4.2-48 治水対策案-15 における検討箇所図 

[基準地点]
西川向 1,100m3/s

市来知川

三笠幌内川

奔別川

【雨水貯留施設、雨水浸透施設】 【輪中堤】

部分的に
低い堤防

部分的に低い
堤防より氾濫

洪水前 洪水後

【堤防未整備箇所存置】

主な雨水貯留・
浸透施設

主な雨水貯留・
浸透施設

※国土交通省 水管理・国土保全局HP

※国土交通省 水管理・国土保全局HP

桂沢ダム（既設）

【水田等の保全(機能向上)】

石狩大橋：
11,800m3/s

幾春別川

石狩川の掘削区間

石狩大橋：
11,800m3/s

幾春別川

石狩川の掘削区間

輪中堤､土地利用規制輪中堤､土地利用規制

主な水田主な水田

【河道の掘削】

河川整備計画
治水対策案

河道掘削

【河道の掘削】

河川整備計画
治水対策案

河道掘削

【堤防の整備】

計画高水位
完成堤防

現地盤
平水位

【堤防の整備】

計画高水位
完成堤防

現地盤
平水位

【堤防の整備】

計画高水位
完成堤防

現地盤
平水位

河道掘削
堤防整備
輪中堤

凡 例
橋梁改築
堰改築

河道掘削
堤防整備
輪中堤

凡 例
橋梁改築
堰改築



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

4.2.4  概略評価 
4.2.3 で立案した複数の治水対策案について、検討主体で概略評価（案）を作成し、こ

の概略評価（案）に対して幾春別川総合開発事業の関係地方公共団体からなる検討の場の

構成員から意見を聴くとともにパブリックコメントにより意見を募集した。そして、関係

者等の意見を踏まえ概略評価を再整理した。 

 

4.2.4.1  概略評価（案）の作成 

4.2.3 で立案した複数の治水対策案をグループに分類し、各グループからコスト等の観

点から有利な案を 1～3案抽出する概略評価（案）を作成した。 
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表 4.2-6 治水対策案の概略評価（案）(1) 

分類 
N

o 
治水対策案 

完成までに 

要する費用 

（概 算） 

実施にあたっての留意事項 
抽出

（案）
棄却理由 

 【①河川整備 

 計画】 
0 
幾春別川総合開発
事業（新桂沢ダム、
三笠ぽんべつダム) 

約 400 億円

・ダム建設に伴う民有地の買収及び家屋移
転は完了している。 
・幾春別川上流部の堤防整備に伴う民有地
の買収等が必要。 

○  

1 河道掘削 約 600 億円

・河道掘削は、河道内の対策が中心であり、
沿川の土地利用への影響が比較的小さ
い。 
・幾春別川上流部の堤防整備に伴う民有地
の買収等が必要。 

○  

2 引堤 約 2,300 億円
・引堤にかかる地域の合意形成や補償等が
必要。 

－ 
・河道改修を中心とした対策の中で治水対
策１、５案に比べコストが高い。 

3 堤防かさ上げ 約 1,000 億円

・堤防かさ上げは、万一破堤した際の被害
が大きくなる恐れがあるため、地域との
合意形成が必要。 
・幾春別川上流部の堤防整備に伴う民有地
の買収等が必要。 

－ 
・河道改修を中心とした対策の中で治水対
策１、５案に比べコストが高い。 

4 
引堤（必要高水敷幅
確保）＋河道掘削 

約 600 億円

・引堤にかかる地域の合意形成や補償等が
必要。 
・幾春別川上流部の堤防整備に伴う民有地
の買収等が必要。 

－ 

・河道改修を中心とした対策の中で治水対
策１、５案とコストがほぼ同額であるが、
引堤延長が長く社会的影響がより大き
い。 

5 
引堤（必要高水敷幅
確保、下流部のみ）
＋河道掘削 

約 600 億円

・幾春別川下流部において引堤にかかる地
域の合意形成や補償等が必要。 
・幾春別川上流部の堤防整備に伴う民有地
の買収等が必要。 

○  

 【②河道改修 

 を中心とした 

 対策】 

6 分水路＋河道掘削 約 700 億円

・分水路にかかる地域の合意形成や補償等
が必要。 
・幾春別川上流部の堤防整備に伴う民有地
の買収等が必要。 

－ 
・河道改修を中心とした対策の中で治水対
策１、５案に比べコストが高い。 

（注 1）完成までに要する費用については、平成 23 年度以降の残事業費である。
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表 4.2-7 治水対策案の概略評価（案）(2) 

分類 
N

o 
治水対策案 

完成までに 

要する費用 

（概 算） 

実施にあたっての留意事項 
抽出

（案）
棄却理由 

7 

ダムの有効活用（桂
沢ダム操作ルール
の見直し）＋河道掘
削 

約 400 億円

・河道掘削は、河道内の対策が中心であり、
沿川の土地利用への影響が比較的小さ
い。 
・桂沢ダムの操作ルール見直しにかかる地
域の合意形成が必要である。 
・幾春別川上流部の堤防整備に伴う民有地
の買収等が必要。 

○  

8 

ダムの有効活用（桂
沢ダムかさ上げ（新
桂沢ダム））＋河道
掘削 

約400億円（注2）

・ダム建設に伴う民有地の買収及び家屋移
転は完了している。 
・幾春別川上流部の堤防整備に伴う民有地
の買収等が必要。 

○  

【③洪水調節
施設により洪
水流量を低減
させる対策】 

9 遊水地＋河道掘削 約 600 億円

・遊水地にかかる地域の合意形成や補償等
が必要。 
・幾春別川上流部の堤防整備に伴う民有地
の買収等が必要。 

○  

10 
雨水貯留施設＋雨
水浸透施設＋河道
掘削 

約 700 億円

・雨水貯留・浸透対策には施設管理者等と
の調整が必要であり、地域の合意形成が
必要。 
・幾春別川上流部の堤防整備に伴う民有地
の買収等が必要。 

－ 
・流域を中心とした対策の中で、治水対策
案１１に比べコストが高い。 

【④流域を中
心とした対
策】 

11 
水田等の保全（機能
向上）＋河道掘削 

約 600 億円

・水田等の保全による効果を確実に見込む
ためには、水田への貯留により農作物に
被害が生じた場合の補償のあり方、制度
面での検討が必要。 
・実施主体となる関係機関、関係者の理解・
協力を得た上で施設管理者との協定等が
必要。 
・幾春別川上流部の堤防整備に伴う民有地
の買収等が必要。 

○  

（注 1）完成までに要する費用については、平成 23 年度以降の残事業費である。 
（注 2）新桂沢ダムに係る費用の洪水調節分については、利水容量に変更がないことを前提として、利水分を現計画と同額として算定した。利水参画者との調整により変更はあり得る。 
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表 4.2-8 治水対策案の概略評価（案）(3) 

分類 
N

o 
治水対策案 

完成までに 

要する費用 

（概 算） 

実施にあたっての留意事項 
抽出

（案）
棄却理由 

12 

雨水貯留施設＋雨
水浸透施設＋水田
等の保全（機能向
上）＋河道掘削 

約 700 億円

・雨水貯留・浸透対策には施設管理者等
との調整が必要であり、地域の合意形成
が必要。 
・水田等の保全による効果を確実に見込
むためには、水田への貯留により農作物
に被害が生じた場合の補償のあり方等、
制度面での検討が必要。 
・実施主体となる関係機関、関係者の理
解・協力を得た上で、施設管理者との協
定等が必要。 
・幾春別川上流部の堤防整備に伴う民有
地の買収等が必要。 

－ 
・流域を中心とした対策の中で、治水対
策案１１に比べコストが高い。 

13 

堤防未整備区間の
存置＋輪中堤＋土
地利用規制＋河道
掘削 

約 700 億円

・土地利用にかかる調整が必要であり地
域の合意形成が必要。 
・輪中堤の整備に伴う民有地等の買収が
必要。 

－ 
・流域を中心とした対策の中で、治水対
策案１１に比べコストが高い。 

14 

堤防未整備区間の
存置＋宅地かさ上
げ＋土地利用規制
＋河道掘削 

約 1,000 億円
・土地利用にかかる調整が必要であり地
域の合意形成が必要。 

－ 
・流域を中心とした対策の中で、治水対
策１１案に比べコストが高い。 

【④流域を中
心とした対
策】 

15 

雨水貯留施設＋雨
水浸透施設＋水田
等の保全（機能向
上）＋堤防未整備区
間の存置＋輪中堤
＋土地利用規制＋
河道掘削 

約 800 億円 ・案 12 及び案 13 と同様。 － 

・流域を中心とした対策の中で、治水対
策１１案に比べコストが高い。 
・農作物に被害が出た場合の補償のあり
方や制度面で課題がある。 

（注 1）完成までに要する費用については、平成 23 年度以降の残事業費である。 
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4.2.4.2  関係者等の意見 

(1)  構成員の意見 

第 1回から第 3回検討の場において、構成員から4.2.4.1 の概略評価で棄却した治

水対策案を支持する意見はなかった。 

 
(2)  パブリックコメント 

4.2.4.1 で概略評価した治水対策案について、パブリックコメントを行ったが、

4.2.4.1 の概略評価で棄却した治水対策案を支持する意見はなかった。また、新たな

治水対策案の提案はなかった。 

 
4.2.4.3  関係者等の意見を踏まえた概略評価 

4.2.4.2 の関係者等の意見を踏まえつつ、概略評価について再整理した結果を表 

4.2-9に示す。 
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表 4.2-9 関係者等の意見を踏まえた概略評価による治水対策案の抽出の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分類 No 治水対策案（実施内容※１）

概略評価（案）による抽出

完成までに
要する費用
(概算)※２

前回の
抽出
（案）

抽出 不適当と考えられる評価軸とその理由

①河川整備計画 0
幾春別川総合開発事業
（新桂沢ダム、三笠ぽんべつダム）

約400億円

②河道改修を中心と
した対策

1 河道掘削 約600億円 ○ ○

2 引堤 約2,300億円 ・コスト
・河道改修を中心とした対策の中で治水対策案１、５に比べ
コストが高い。

3 堤防かさ上げ 約1,000億円 ・コスト
・河道改修を中心とした対策の中で治水対策案１、５に比べ
コストが高い。

4 引堤（必要高水敷幅確保）＋ 河道掘削 約600億円 ・実現性

・引堤のために新たな用地（用地補償約61ha、家屋移転90戸
）が必要となるなど、同様に河道の掘削等で流下能力を向上
させる対策案である治水対策案１，５に比べ地域への影響が
大きいため、関係者の理解や地域の合意形成を得るのに相当
の時間を要する。

5 引堤（必要高水敷幅確保、下流部のみ）＋ 河道掘削 約600億円 ○ ○

6 分水路 ＋ 河道掘削 約700億円 ・コスト
・河道改修を中心とした対策の中で治水対策案１、５に比べ
コストが高い。

③洪水調節施設によ
り洪水流量を低減さ
せる対策

7 ダムの有効活用（桂沢ダム操作ルール見直し）＋ 河道掘削 約400億円 ○ ○

8
ダムの有効活用（桂沢ダムかさ上げ（新桂沢ダム））＋ 河
道掘削

約400億円※3 ○ ○

9 遊水地＋ 河道掘削 約600億円 ○ ○

④流域を中心とした
対策

10 雨水貯留施設 ＋ 雨水浸透施設 ＋ 河道掘削 約700億円 ・コスト ・流域を中心とした対策の中で、治水対策案１１に比べコス
トが高い。

11 水田等の保全（機能向上）＋ 河道掘削 約600億円 ○ ○

12
雨水貯留施設 ＋ 雨水浸透施設
＋ 水田等の保全（機能向上）＋ 河道掘削

約700億円 ・コスト
・流域を中心とした対策の中で、治水対策案１１に比べコス
トが高い。

13
堤防未整備区間の存置 ＋ 輪中堤 ＋ 土地利用規制
＋ 河道掘削

約700億円 ・コスト
・流域を中心とした対策の中で、治水対策案１１に比べコス
トが高い。

14
堤防未整備区間の存置 ＋ 宅地かさ上げ ＋ 土地利用規制
＋ 河道掘削

約1,000億円 ・コスト
・流域を中心とした対策の中で、治水対策案１１に比べコス
トが高い。

15
雨水貯留施設 ＋ 雨水浸透施設 ＋ 水田等の保全(機能向上)
＋ 堤防未整備区間の存置 ＋ 輪中堤 ＋ 土地利用規制

＋ 河道掘削
約800億円 ・コスト

・流域を中心とした対策の中で、治水対策案１１に比べコス
トが高い。

※１ 実施内容は、上記のほか、基本的に現在の河川整備計画で実施する河道の掘削、河道内の樹木の伐採、堤防の整備等を含む。 
※２ 完成までに要する費用については、平成23年度以降の残事業費である。 
※３ 新桂沢ダムに係る費用の洪水調節分については、利水容量に変更がないことを前提として、利水分を現計画と同額として算定した。利水参画者との調整により変更はあり得る。 
※４ 幾春別川総合開発事業が新桂沢ダム、三笠ぽんべつダムの2ダムを建設する事業であることを踏まえ、三笠ぽんべつダム１ダムによる治水対策案として、三笠ぽんべつダムの建設、

河道掘削、河道内樹木の伐採及び堤防整備を行う治水対策案の完成までに要する費用を合わせて確認したところ約600億円であり、新桂沢ダム１ダムによる治水対策案No.8に比べコ
ストが高いため、抽出する治水対策案としては不適当と考えられる。 
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4.2.4.4  概略評価による治水対策案の抽出結果 

概略評価で抽出する治水対策案は下記の 7案とする。 

 

表 4.2-10 治水対策案抽出 7案 

 

概略評価（案）で抽出する治水対策案 
分類 No 

案の名称 実施内容※1 

①河川整備計画 0 現計画案 
幾春別川総合開発事業 
(新桂沢ダム、三笠ぽんべつダム) 

1 河道掘削案 河道掘削 
②河道改修を中心
とした対策 5 引堤・河道掘削案 

引堤(必要高水敷幅確保、下流部のみ) 
＋河道掘削 

7 ダム操作ルール見直し案 
ダムの有効活用(桂沢ダム操作ルール見
直し)＋河道掘削 

8 新桂沢ダム１ダム案 
ダムの有効活用(桂沢ダムかさ上げ(新
桂沢ダム))＋河道掘削 

③洪水調節施設に
より洪水流量を低
減させる対策 

9 遊水地案 遊水地＋河道掘削 

④流域を中心とし
た対策 

11 水田等の保全案 水田等の保全(機能向上)＋河道掘削 

 

 

 

 

※１ 実施内容は、上記のほか、基本的に現在の河川整備計画で実施する河道の掘削、堤防の整備、河道内樹木の伐採
等を含む。 
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4.2.5  評価軸ごとの評価 
概略評価により抽出された治水対策案について「検証要領細目」に示されている 7 つの

評価軸について評価を行った。 

以下に評価軸ごとの評価を行った対策案の概要を示す。なお、これらの対策案の完成ま

でに要する費用等については、評価軸ごとの評価を行うにあたり、詳細に検討を行った結

果を示している。 

その結果を表 4.2-11～表 4.2-20に示す。 
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(1)  【①河川整備計画】 現計画案 

 
【対策案の概要】 
・新桂沢ダム、三笠ぽんべつダムの建設、河道改修及び河道内樹木の伐採を行う。 
・堤防整備により影響がある橋梁及び水管橋について改築を行う。 
・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

【現計画案】 
■ダム 
新桂沢ダム 
三笠ぽんべつダム 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 19 万 m3 
護岸    約  2km 
河道掘削等 約 3 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築     2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

■西川向 ●三笠
700m3/s 600m3/s 400m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
700m3/s 600m3/s 400m3/s

■石狩大橋
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■基準地点
●主要な地点
検証中ダム

■基準地点
●主要な地点
検証中ダム

※ 対策箇所や数量については、平成 24 年度末時点のものである。 



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-49 現計画案における検討箇所図 

ダム（新桂沢ダム）

ダム(三笠ぽんべつダム)

[基準地点]
西川向 700m3/s

【堤防の整備】

計画高水位
完成堤防

現地盤
平水位

【堤防の整備】

計画高水位
完成堤防

現地盤
平水位

【堤防の整備】

計画高水位
完成堤防
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平水位
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65,70065,700,000,000ｍｍ33
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堆砂堆砂 10,90010,900,000,000ｍｍ33
水道用水水道用水((現ダム現ダム) 5,700) 5,700,000,000ｍｍ33

((新規新規))水道用水水道用水 4040,000m,000m33
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ダム高
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【三笠ぽんべつダム】
三笠ぽんべつダムイメージ

洪水調節容量
8,500,000m3

堆砂容量 120,000m3

【三笠ぽんべつダム】
三笠ぽんべつダムイメージ

洪水調節容量
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ダム高
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【河道の掘削】
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(2)  【②河道改修を中心とした対策】 河道掘削案 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、河道掘削、河道内樹木の伐採及び
堤防整備を行う。 
・河道の掘削及び堤防整備により影響がある橋梁、水管橋及び堰について改築を行
う。 
・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

【河道掘削案】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 13 万 m3 
護岸    約 28km 
河道掘削等 約 140 万 m3 
樋門・樋管    4 箇所 
橋梁改築    11 橋 
橋脚保護    2 橋 
堰        2 基 
用地補償  約  9ha 
家屋等補償   57 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 64 万 m3 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋
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■基準地点
●主要な地点
既設ダム

■基準地点
●主要な地点
既設ダム

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 24 年度末時点のものである。 【河川整備計画】 

■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 19 万 m3 
護岸    約  2km 
河道掘削等 約 3 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築     2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 
 
※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-50 河道掘削案における検討箇所図 

【河道の掘削】

[基準地点]
西川向 1,100m3/s

【堤防の整備】

計画高水位
完成堤防

現地盤
平水位

【堤防の整備】

計画高水位
完成堤防

現地盤
平水位

【堤防の整備】

計画高水位
完成堤防

現地盤
平水位

市来知川

三笠幌内川

奔別川

桂沢ダム（既設）

石狩大橋：
11,800m3/s

幾春別川

石狩川の掘削区間

石狩大橋：
11,800m3/s

幾春別川

石狩川の掘削区間

河川整備計画
治水対策案

河道掘削

河道掘削
堤防整備
橋梁改築
堰改築

凡 例
河道掘削
堤防整備
橋梁改築
堰改築

凡 例



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(3)  【②河道改修を中心とした対策】 引堤・河道掘削案 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、下流の有堤区間において河道掘削
及び河道内樹木の伐採と合わせ堤防防護に必要な高水敷幅を確保するための引堤
を行う。 
・周辺が主に市街地である掘込区間、中流の有堤区間及び上流の無堤区間では、河
道掘削、河道内樹木の伐採及び堤防整備を行う。 
・河道の掘削、堤防整備及び引堤により影響がある橋梁、水管橋及び堰について改
築を行う。 
・堤防整備及び引堤に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

【引堤・河道掘削案】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 55 万 m3 
護岸    約 23km 
河道掘削等 約 130 万 m3 
樋門・樋管    5 箇所 
橋梁改築    13 橋 
橋脚保護    2 橋 
堰        2 基 
用地補償  約 18ha 
家屋等補償   57 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 64 万 m3 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋

■西川向 ●三笠
1,100m3/s 1,000m3/s 900m3/s

■石狩大橋
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■基準地点
●主要な地点
既設ダム

■基準地点
●主要な地点
既設ダム

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 24 年度末時点のものである。 【河川整備計画】 

■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 19 万 m3 
護岸    約  2km 
河道掘削等 約 3 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築     2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-51 引堤・河道掘削案における検討箇所図 

河道掘削

【河道の掘削】

[基準地点]
西川向 1,100m3/s

【堤防の整備】

計画高水位
完成堤防

現地盤
平水位

【堤防の整備】

計画高水位
完成堤防

現地盤
平水位

引堤 河道掘削

市来知川

三笠幌内川

奔別川

【引堤】

堤防防護に必要な高水敷幅
を確保した位置まで引堤

河道掘削

【引堤】【引堤】

堤防防護に必要な高水敷幅
を確保した位置まで引堤

河道掘削

桂沢ダム（既設）

石狩大橋：
11,800m3/s

幾春別川

石狩川の掘削区間

石狩大橋：
11,800m3/s

幾春別川

石狩川の掘削区間

河川整備計画
治水対策案

河道掘削
堤防整備
引堤
橋梁改築
堰改築

凡 例
河道掘削
堤防整備
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橋梁改築
堰改築

凡 例



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(4)  【③洪水調節施設により洪水流量を低減させる対策】 ダム操作ルール見直し案 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、桂沢ダムの洪水調節操作ルール見
直し、河道掘削、河道内樹木の伐採及び堤防整備を行う。 
・[操作ルール見直し] 
  桂沢ダムの洪水調節時の放流量を引き上げ、河川整備計画目標規模の洪水に効
果を発揮できるようにする。 

  一定量放流方式（70m3/s）→ 一定率一定量放流方式（70～200m3/s） 
・河道の掘削及び堤防整備により影響がある橋梁及び水管橋について改築を行う。 
・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
・桂沢ダムの放流設備、管理設備の整備を行う。 
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■石狩大橋
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【ダム操作ルール見直し案】 
■ダム 
桂沢ダム(操作ルール見直し) 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 13 万 m3 
護岸    約 13km 
河道掘削等 約 35 万 m3 
樋門・樋管    4 箇所 
橋梁改築     7 橋 
橋脚保護    1 橋 
用地補償  約  9ha 
家屋等補償   57 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 23 万 m3 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 24 年度末時点のものである。 

【河川整備計画】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 19 万 m3 
護岸    約  2km 
河道掘削等 約 3 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築     2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 
 
※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-52 ダム操作ルール見直し案における検討箇所図 

【河道の掘削】

[基準地点]
西川向 900m3/s

ダム（桂沢ダム
操作ルールの見直し）

【堤防の整備】

計画高水位
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(5)  【③洪水調節施設により洪水流量を低減させる対策】 新桂沢ダム 1ダム案 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、桂沢ダムのかさ上げ（新桂沢ダム）、
河道掘削、河道内樹木の伐採及び堤防整備を行う。 

・河道の掘削及び堤防整備により影響がある橋梁及び水管橋について改築を行う。 
・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
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【新桂沢ダム 1ダム案】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 12 万 m3 
護岸    約  7km 
河道掘削等 約 10 万 m3 
樋門・樋管    4 箇所 
橋梁改築     4 橋 
橋脚保護    1 橋 
用地補償  約  8ha 
家屋等補償   54 戸 ※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 

※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に
より調節した場合の河道を流下する流量 

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 24 年度末時点のものである。 

【河川整備計画】 
■ダム 
桂沢ダム(かさ上げ)〈新桂沢
ダム〉 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 19 万 m3 
護岸    約  2km 
河道掘削等 約 3 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築     2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-53 新桂沢ダム 1ダム案における検討箇所図 

【河道の掘削】

ダム（桂沢ダムかさ上げ）
（新桂沢ダム）

[基準地点]
西川向 800m3/s

市来知川

三笠幌内川

奔別川

【堤防の整備】
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現地盤
平水位

【桂沢ダムかさ上げ（新桂沢ダム）】
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流水の正常な機能の維持流水の正常な機能の維持((新規新規))
26,99026,990,000,000ｍｍ33

堆砂堆砂 10,90010,900,000,000ｍｍ33
水道用水水道用水((現ダム現ダム) 5,700) 5,700,000,000ｍｍ33

((新規新規))水道用水水道用水 4040,000m,000m33
((新規新規))工業用水工業用水 970970,000m,000m33
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(6)  【③洪水調節施設により洪水流量を低減させる対策】 遊水地案 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、遊水地の建設、河道掘削、河道内
樹木の伐採及び堤防整備を行う。 
・幾春別川の上流部は山間地であり、まとまった平地は中下流部にある。このため
ある程度の貯留量を確保でき、市街地を避けた三笠市街地と岩見沢市街地との間の
平地部に遊水地を建設する。 
・河道の掘削及び堤防整備により影響がある橋梁、水管橋及び堰について改築を行
う。 
・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
・遊水地の整備に伴う家屋等の移転、用地補償及び地役権補償を行う。 
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【遊水地案】 
■遊水地 2箇所 
築堤等   約 15 万 m3 
用地補償  約 13ha 
家屋等補償   68 戸 
地役権補償 約 70ha 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 13 万 m3 
護岸    約 22km 
河道掘削等 約 100 万 m3 
樋門・樋管    4 箇所 
橋梁改築    10 橋 
橋脚保護    2 橋 
堰        1 基 
用地補償  約  9ha 
家屋等補償   57 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 64 万 m3 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 24 年度末時点のものである。 

【河川整備計画】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 19 万 m3 
護岸    約  2km 
河道掘削等 約 3 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築     2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-54 遊水地案における検討箇所図 

【河道の掘削】

[基準地点]
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石狩川の掘削区間
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

(7)  【④流域を中心とした対策】 水田等の保全案 

 
【対策案の概要】 
・河川整備計画の河道改修を実施するとともに、水田等の保全（機能向上）、河道掘
削、河道内樹木の伐採及び堤防整備を行う。 

・河道の掘削及び堤防整備により影響がある橋梁、水管橋及び堰について改築を行
う。 

・堤防整備に伴う家屋等の移転及び用地補償を行う。 
・水田の畦畔のかさ上げ等による水田での貯留機能の向上を図る。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

【水田等の保全案】 
■水田等の保全(機能向上) 
約 15.7km2を対象 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 13 万 m3 
護岸    約 28km 
河道掘削等 約 140 万 m3 
樋門・樋管    4 箇所 
橋梁改築    11 橋 
橋脚保護     2 橋 
堰        2 基 
用地補償  約  9ha 
家屋等補償   57 戸 
■河道改修（石狩川増工分） 
河道掘削等 約 64 万 m3 

※１:西川向の[1,100m3/s]、石狩大橋の[14,400m3/s]は河川整備計画の目標流量 
※２: [ ]の無い数値は、本対策案において、当該地点より上流の洪水調節施設に

より調節した場合の河道を流下する流量 
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※流量低減効果量 
・水田等の保全（機能向上）：約 5m3/s 

※ 治水対策案の立案にあたっては、関係機関や地権者等の関係者との事前協議や調
整は行っていない。 
※ 対策箇所や数量については、平成 24 年度末時点のものである。 

【河川整備計画】 
■河道改修（幾春別川） 
築堤等   約 19 万 m3 
護岸    約  2km 
河道掘削等 約 3 万 m3 
樋門・樋管   11 箇所 
橋梁改築     2 橋 
用地補償  約 15ha 
家屋等補償   14 戸 

※ 本治水対策案で想定する事業のう
ち、河川整備計画にも含まれるもの
を下段に、本治水対策案に含まれる
が、河川整備計画には含まれないも
のを上段に記載している。 



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2-55 水田等の保全案における検討箇所図

【河道の掘削】 【堤防の整備】
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4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

表 4.2-11 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討 総括整理表(案） （洪水調節） 

 



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

表 4.2-12 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討 総括整理表(案） （洪水調節） 



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

表 4.2-13 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討 総括整理表(案） （洪水調節） 

 



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

表 4.2-14 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討 総括整理表(案） （洪水調節） 

 

 



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

表 4.2-15 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討 総括整理表(案） （洪水調節） 



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

表 4.2-16 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討 総括整理表(案） （洪水調節） 

 

 



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

表 4.2-17 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討 総括整理表(案） （洪水調節） 

 

 



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

表 4.2-18 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討 総括整理表(案） （洪水調節） 

 

 



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

表 4.2-19 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討 総括整理表(案） （洪水調節） 

 

 



4. 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討の内容 

表 4.2-20 幾春別川総合開発事業の検証に係る検討 総括整理表(案） （洪水調節） 

 

 


